
食品衛生法に係る協議について

平成２２年５月

消費者庁消費者安全課

１．協議事項

食品衛生法の次の事項について協議を受けることになっている。

・販売等してはならない有毒な食品等の例外（第６条）

、 、・食品衛生上の危害の発生を防止するために 一般に飲食に供されることがなかった物

通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているもの等について、販売を禁

止し、または解除すること（第７条）

・販売等してはならない疾病にかかった獣畜等の例外（第９条）

・健康を損なうおそれのない添加物（第 条）10
・販売の用に供する食品若しくは添加物の製造の方法等、成分の規格（第 条１項）11
・農薬等が健康を損なうおそれのない物質又は量（第 条３項）11
・器具若しくは容器包装等の規格、又は製造方法の基準（第 条）18
・輸入食品監視指導計画（第 条）23
・有毒な物質の混入防止のための措置に関し必要な基準（第 条）50
・販売等してはならない有毒なおもちゃ等の例外（第 条１項）62
・販売等してはならない有毒な洗浄剤等の例外（第 条２項）62
・販売の用に供するおもちゃ等の製造の方法等、成分の規格（第 条１項）62
・販売の用に供する洗浄剤等の製造の方法等、成分の規格（第 条２項）62

62・おもちゃ等に使用する器具若しくは容器包装等の規格、又は製造方法の基準（第

条１項）

・営業以外の場合で食品を供与する場合の器具若しくは容器包装等の規格、又は製造方

法の基準（第 条３項）62

２．協議の実績

これまで、１０回の協議を受け、うち８回は既に回答している。

４月１４日付け、４月３０日付けの協議については、検討中。

３．協議における消費者庁の対応

・協議は、厚生労働大臣から消費者庁長官宛の公文書として送られている。これに対す

る回答は、消費者庁長官から厚生労働大臣宛の公文書を発出している。

・消費者庁においては、消費者安全法等により収集される消費者事故情報等を参考とし

ながら、協議されている基準等について、消費者の目線に立って検討している。

（参考）食品衛生法改正に係る法制局説明資料（抜粋）

「消費者庁に集約される事故情報、健康被害情報等、実際に発生した事案を参考とす

ることが重要となるものであり、協議を受けた内閣総理大臣は、そのような客観的
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な情報をもとに 「消費者の目線」に立った基準の検討を行うこととなるものであ、

る 」。

・以上の観点から検討するために、消費者庁では、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会

の報告書、食品安全委員会による農薬評価書等の資料を通読し、疑問点などについて

は、厚生労働省、食品安全委員会事務局に対して、口頭またはメールにて質問してい

る。

・以上の情報を集約し、消費者庁長官まで説明した後、消費者庁の公文書により、厚生

労働省へ回答している。

※なお、協議の円滑化のために、告示や省令の案文になっていない段階でも、協議を受

けることになっている。
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〇食品衛生法の関係条文

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する

。 。）、 、 、 、販売以外の場合を含む 以下同じ 又は販売の用に供するために 採取し 製造し

輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがある

もの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合

においては、この限りでない。

第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を

損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売さ

れ、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止する

ため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物

を食品として販売することを禁止することができる。

２ 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常

の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損な

うおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要がある

と認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売す

ることを禁止することができる。

３ 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた

場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一

般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、

食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生

審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

４ 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働

省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又

は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するお

それがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部

又は一部を解除するものとする。

第九条 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一

号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜（と畜場法 （昭和二十

八年法律第百十四号）第三条第一項 に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその

他の物をいう。以下同じ ）の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号。

に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異

常があり、又はへい死した家きん（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

（平成二年法律第七十号）第二条第一号 に規定する食鳥及び厚生労働省令で定める

その他の物をいう。以下同じ ）の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を。

除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、

加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死し
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た獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれ

がなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。

一 と畜場法第十四条第六項 各号に掲げる疾病又は異常

二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項 各号に掲げる疾

病又は異常

三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定める

もの

第十条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議

会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物（天然香料及び一般に食品として飲

食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く ）並びにこれを含。

む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、

加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の

方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格

を定めることができる。

３ 農薬（農薬取締法 （昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二第一項 に規定する

農薬をいう。次条において同じ 、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律。）

（昭和二十八年法律第三十五号）第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定め

（ 。） 、る用途に供することを目的として飼料 同条第二項 に規定する飼料をいう に添加

混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する

医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物

質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのな

いことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く ）が、人の健康。

を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて

定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、

加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当

該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている

場合については、この限りでない。

第十八条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴い

て、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれら

、 。の原材料につき規格を定め 又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる

第二十三条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及

び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画（以下「輸入食品監

視指導計画」という ）を定めるものとする。。
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第五十条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は

有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な

基準を定めることができる。

第六十二条 第六条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第二項、第十六条から第二

十条まで、第二十五条から第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条までの規定

は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働

大臣の指定するおもちやについて これを準用する この場合において 第十条中 添、 。 、 「

加物（天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使

用されるものを除く 」とあるのは 「おもちやの添加物として用いることを目的と。） 、

する化学的合成品（化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を

起こさせて得られた物質をいう 」と読み替えるものとする。。）

２ 第六条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは

果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。

３ 第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、

第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病

院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これ

を準用する。

第六十四条 厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書（第六十二条第一項及び第二項に

おいて準用する場合を含む ）に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定め。

、 、ようとするとき 第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし

若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとすると

き、第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十条

に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十一条第一

項（第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む ）に規定する基準若。

しくは規格を定めようとするとき、第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそ

れのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めよ

うとするとき、第十八条第一項（第六十二条第一項及び第三項において準用する場合

を含む ）に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第二十三条第一項に。

規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第五十

条第一項に規定する基準を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事

項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする （以下、省略）。

第六十五条の二 第六十四条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらか

じめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
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